
開発等協議

条例第25条，施行規則第16条

条例第26条，施行規則第17条

条例第27条，施行規則第18条第1項・第2項

施行規則第18条第３項

※速やかに提出すること。

条例第28条，施行規則第19条

条例第29条第１項，施行規則第20条

条例第29条第３項，施行規則第22条

各課協議

事業意見書

事業回答書

条例第31条，施行規則第23条

協議意見書

協議回答書

協議の継続 条例第33条

条例第34条，施行規則第25条

条例第37条，施行規則第26条

※着手前に提出。

条例第39条，施行規則第29条第１項

※完了後7日以内に提出。

条例第40条，施行規則第30条

施行規則第29条第２項

施行規則第30条第１項

※このフロー図の日数には事務処理等による必要日数は含んでいません。
※開発行為に伴う同意・協議は別途行う必要があります。
※建築確認等とのリンクはしていません。(設計変更等の手続は、それぞれ行う必要があります。）

事 前 協 議

適用範囲

説　明　会

事前協議申請

申請書の縦覧

届　　　出

標識板設置

標識板設置届

※説明会について、近隣住民に開催3日前迄に周知すること。

※標識板は事業完了または廃止まで設置すること。

※事業完了まで縦覧します。

事前協議報告書作成

検査済証交付

報告書の縦覧

協　　　定

着　手　届

※近隣住民が調整会請求出来るのは
ここから協定締結前までです。

※事業者が調整会請求出来るのは、
ここから協定締結前までです。

開発等事業確認書

完　了　届

完 了 検 査

条例第30条

※事業完了まで縦覧します。

条例第32条，施行規則第24条

※回答書送付から2週間を経なけ
れば協議終了とはならない。

条例第29条第２項，第３項，施
行規則第21条

設置日までに都市整備
課に報告してください。
電話03-3430-1111
内線2541・2542

7
日
以
上

2
週
間

2
週
間

7
日

以
内

事業意見書が近隣住民から提出
されなかった案件については省
略されます。


